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1月 （睦月） JANUARY

1日・元旦　9日・成人の日

正月ぐらい温泉にゆったりつかりたいと思っ
ている方も多いでしょう。ところで、鉱泉浴場
所在の市町村が、鉱泉浴場の入湯客に対し課
税するのが「入湯税」です。税率は、入湯客1人
1日について150円。環境衛生施設や観光の振
興等の費用に当てられる目的税で、平成15年
度で252億円の税収にのぼっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月10日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日

地方税／給与支払報告書の提出 1月31日

入 湯 税

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 ・ ・ ・ ・
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1月号 2

パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
短
時
間
就
労
者

が
一
定
以
上
継
続
勤
務
し
た
と
き
に
は
、

所
定
労
働
時
間
や
所
定
労
働
日
数
に
応

じ
て
年
次
有
給
休
暇
（
以
下
、
年
休
と

い
う
）
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
今
回
は
、
パ
ー
ト
労
働
者
の
年
休

の
付
与
日
数
、
年
休
に
対
す
る
賃
金
支

払
方
法
、
年
休
の
買
上
げ
等
年
休
に
関

し
て
知
っ
て
お
き
た
い
事
項
と
運
用
に

つ
い
て
掲
げ
ま
す
。

Q1

パ
ー
ト
労
働
者
に
も
年
休
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
与

え
る
場
合
の
付
与
日
数
も
併
せ
て
教

え
て
下
さ
い
。

Ａ

パ
ー
ト
労
働
者
も
正
社
員
と
同
様

に
雇
入
れ
日
か
ら
六
カ
月
（
六
カ
月
後

は
一
年
）
間
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日

の
八
割
以
上
出
勤
し
た
と
き
に
は
年
休

を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

付
与
す
べ
き
日
数
は
、
パ
ー
ト
労
働

者
の
う
ち
週
の
所
定
労
働
日
数
が
四
日

以
下
（
週
以
外
の
期
間
で
所
定
労
働
日

数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
一
年
間

の
所
定
労
働
日
数
が
二
一
六
日
以
下
。

以
下
同
じ
）
で
あ
っ
て
、
週
の
所
定
労

働
時
間
が
三
〇
時
間
未
満
の
就
労
者
に

対
し
て
は
、
労
働
日
数
に
比
例
し
た
日

数
を
付
与
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

な
お
、
事
業
主
は
、
各
労
働
者
に
つ

い
て
、
年
休
の
付
与
日
数
や
取
得
日
数
、

残
日
数
が
わ
か
る
よ
う
に
管
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Q2

表
に
よ
る
と
、
パ
ー
ト
労
働
者
の

年
休
は
一
日
の
労
働
時
間
に
関
係
な

く
付
与
さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

パ
ー
ト
労
働
者
の
比
例
付
与
は
、

日
数
を
単
位
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
一
日
の
労
働
時
間
が
二

時
間
で
あ
っ
て
も
三
時
間
で
あ
っ
て
も

所
定
の
年
休
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
週
所
定
労
働
日
数
が
四
日

以
下
の
場
合
、
①
週
所
定
労
働
時
間
が

三
〇
時
間
未
満
の
場
合
は
比
例
付
与
日

数
（
六
カ
月
経
過
後
は
七
日
、
以
下
、

上
表
参
照
）
と
な
り
ま
す
が
、
②
三
〇

時
間
以
上
の
場
合
は
、
正
社
員
と
同
日

数
（
継
続
勤
務
六
カ
月
で
一
〇
日
、
以

後
一
年
毎
に
一
日
ず
つ
、
三
年
六
カ
月

以
降
は
、
二
〇
日
を
限
度
と
し
て
、
二

日
ず
つ
加
算
し
た
日
数
）
の
年
休
を
付

与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Q3

年
休
は
、
六
カ
月
間
継
続
勤
務
し
、

全
労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
と

き
に
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
出
勤
率
は
ど
の
よ
う
に
し
て
算

出
す
る
の
で
す
か
。

Ａ

出
勤
率
は
、
全
労
働
日
に
対
す
る

実
際
に
出
勤
し
た
日
数
（
出
勤
し
た

日
÷
全
労
働
日
）
か
ら
求
め
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
遅
刻
や
早
退
等
が
あ
っ
て

も
そ
の
日
は
出
勤
日
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。

短時間就労者の休暇等 短時間就労者の休暇等 

図表■年次有給休暇の付与日数 

未
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労
働
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所
定
労
働
時
間
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3 1月号

出
勤
し
た
日
に
は
、
遅
刻
等
の
他
、

次
の
期
間
が
含
ま
れ
ま
す
。

①

業
務
上
の
ケ
ガ
や
病
気
（
傷
病
）

の
療
養
の
た
め
の
休
業
期
間

②
　
産
前
・
産
後
の
休
業
期
間

③
　
育
児
・
介
護
休
業
期
間

④
　
年
休
を
取
得
し
た
期
間

一
方
、
全
労
働
日
と
は
、
六
カ
月
ま

た
は
一
年
間
の
う
ち
出
勤
す
べ
き
日
数

（
そ
の
総
暦
日
数
か
ら
所
定
休
日
を
差
し

引
い
た
日
数
）
を
い
い
、
休
日
出
勤
し

た
日
な
ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

Q4

週
の
所
定
労
働
日
数
を
四
日
か
ら

三
日
に
変
更
し
た
場
合
、
い
つ
か
ら

新
た
な
労
働
日
数
に
応
じ
た
年
休
を

与
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
。

Ａ

年
の
途
中
で
所
定
労
働
日
数
が
四

日
か
ら
三
日
に
減
っ
た
場
合
は
、
そ
の

後
の
直
近
の
年
休
付
与
日
（
基
準
日
）

に
週
三
日
の
所
定
労
働
日
数
に
相
当
す

る
日
数
を
付
与
す
れ
ば
足
り
ま
す
。
こ

れ
は
週
所
定
労
働
日
数
が
増
え
た
場
合

も
同
じ
で
、
基
準
日
の
所
定
労
働
日
数

に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

な
お
、
所
定
労
働
日
数
が
少
な
く
な

る
場
合
は
前
掲
の
方
法
、
多
く
な
る
場

合
は
そ
の
時
点
で
変
更
す
る
こ
と
は
パ

ー
ト
労
働
者
に
は
有
利
と
な
り
ま
す
の

で
、
こ
の
方
法
を
採
る
こ
と
は
望
ま
し

い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

Q5

年
休
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
方
法

に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ

年
休
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
方
法

に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
就
業
規
則
等

に
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

参
考
ま
で
に
、
年
休
に
対
す
る
賃
金

の
支
払
方
法
を
掲
げ
ま
す
。

①
　
平
均
賃
金

平
均
賃
金
＝
三
カ
月
間
に
支
払
わ

れ
た
賃
金
総
額
÷
三
カ
月
間
の
総
日

数
②

所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に

支
払
わ
れ
る
通
常
の
賃
金

た
と
え
ば
、
一
日
の
労
働
時
間
が

二
時
間
の
パ
ー
ト
労
働
者
に
は
二
時

間
分
の
賃
金
を
支
払
え
ば
足
り
ま
す
。

③

標
準
報
酬
日
額
（
健
康
保
険
法
）

相
当
額
（
労
使
協
定
が
必
要
で
、
③

を
選
ん
だ
場
合
は
、
こ
の
方
法
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）

Q6

平
均
賃
金
の
算
定
方
法
を
、
詳
し

く
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ

平
均
賃
金
は
、
原
則
と
し
て
、
年

休
取
得
日
（
賃
金
締
切
日
が
あ
る
場
合

に
は
、
直
近
の
賃
金
締
切
日
）
以
前
三
カ

月
間
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
を
基
礎
に
算

定
さ
れ
ま
す
。

三
カ
月
間
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
総
額

に
は
、
原
則
と
し
て
、
算
定
期
間
中
に

支
払
う
賃
金
の
う
ち
①
退
職
金
、
見
舞

金
、
私
傷
病
手
当
、
結
婚
手
当
等
臨
時

に
支
払
わ
れ
た
賃
金
、
②
賞
与
等
三
カ

月
を
超
え
る
期
間
毎
に
支
払
わ
れ
る
賃

金
等
を
除
い
た
全
て
が
含
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
算
定
期
間
中
に
次
の
期

間
が
あ
る
場
合
は
、
除
外
し
て
計
算
し
ま

す
。

①

業
務
上
の
傷
病
の
療
養
の
た
め
の

休
業
期
間

②
　
産
前
・
産
後
の
休
業
期
間

③

使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

に
よ
る
休
業
期
間

④
　
育
児
・
介
護
休
業
期
間

⑤
　
試
用
期
間

Q7

平
均
賃
金
に
は
最
低
保
障
が
あ
る

と
聞
き
ま
し
た
が
…

Ａ

日
給
制
や
時
給
制
の
場
合
は
、
次

の
算
式
で
計
算
し
た
額
を
最
低
保
障
と

す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

算
定
期
間
中
の
賃
金
総
額
÷
算
定
期

間
中
に
労
働
し
た
日
数
×
〇
・
六

Q8

年
休
を
買
い
上
げ
る
こ
と
は
で
き

る
の
で
す
か
。

Ａ

法
定
の
年
休
は
、
本
来
の
目
的
か

ら
労
働
者
に
実
際
に
付
与
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、「
買
い
上
げ
の
予
約
を
し
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
労
働
基
準
法
第
三
九
条

の
規
定
に
よ
り
請
求
で
き
る
年
休
の
日

数
を
減
ら
し
た
り
請
求
さ
れ
た
日
数
を

与
え
な
い
こ
と
は
法
第
三
九
条
の
違
反
」

と
な
り
、
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な

い
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
労
働
基
準
法
を
上
回
り
付
与
し
て

い
る
法
定
外
の
日
数
分
を
買
い
上
げ

る
場
合

②
　
法
定
の
付
与
日
数
で
あ
っ
て
も
、

二
年
の
時
効
に
よ
り
そ
の
権
利
が
消

滅
す
る
も
の
を
二
年
経
過
後
に
買
い

上
げ
る
場
合

③
　
退
職
者
の
年
休
を
退
職
時
に
買
い

上
げ
る
場
合

な
お
、
退
職
す
る
パ
ー
ト
労
働
者
か

ら
、
残
っ
て
い
る
年
休
を
退
職
日
ま
で

に
消
化
し
た
い
旨
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
申
し
出
を
拒
む
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
す
べ
き
で
し
ょ

う（
業
務
に
支
障
が
出
る
よ
う
で
し
た
ら
、

退
職
日
を
遅
ら
せ
て
も
ら
う
な
ど
話
し

合
い
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
）。



1月号 4

常
時
一
〇
人
以
上
の
労
働
者
（
パ
ー
ト

等
含
む
）
を
使
用
す
る
使
用
者
に
は
就
業

規
則
の
作
成
・
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
へ

の
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
い
う
「
一
〇
人
以
上
」
と
は
、
常
態

と
し
て
一
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
し

て
い
る
が
、
と
き
に
は
一
〇
人
未
満
に
な

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
常
時
は
八
人
で
、
繁
忙
期
等
に
一

〇
人
以
上
と
な
る
よ
う
な
場
合
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
一
〇
人
以
上
か
否
か
は
、

企
業
単
位
で
は
な
く
、
個
々
の
事
業
場
単

位
で
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
一
企
業
が
二
つ
の
工
場
を
持

っ
て
い
て
、
両
方
の
工
場
と
も
労
働
者
は

一
〇
人
未
満
、
一
企
業
で
み
た
と
き
に
は

一
〇
人
以
上
と
な
る
よ
う
な
場
合
は
、
各

工
場
が
常
時
使
用
し
て
い
る
労
働
者
は
一

〇
人
未
満
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
就
業
規
則

の
作
成
義
務
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
一
〇
人
未
満
の
労
働
者
を

使
用
す
る
使
用
者
に
は
就
業
規
則
の
作
成

義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
就
業
規
則
を
作

成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
生
児(

実

子
・
養
子
を
問
わ
な
い)

を
育
て
る
女

性
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
労
働
基
準

法
第
三
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
四
五

分
ま
た
は
一
時
間
の
休
憩
時
間
と
は
別

に
、
一
日
二
回
、
少
な
く
と
も
一
回
三

〇
分
、
本
人
が
請
求
し
た
時
間
に
育
児

時
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
間
は
子
供
の
い
る
場
所
へ
の

往
復
時
間
を
含
め
て
一
回
三
〇
分
あ
れ

ば
違
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
往
復
時

間
を
除
き
実
質
的
な
育
児
時
間
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
育
児
時
間
は
一
日
二
回

与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
一
日

の
労
働
時
間
が
四
時
間
以
内
で
あ
れ
ば

一
回
で
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

育
児
時
間
を
い
つ
与
え
る
か
は
定
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
事
者
に
任
せ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
午
前
と
午
後
に
一
回
ず

つ
与
え
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

ち
な
み
に
、
育
児
時
間
を
有
給
と
す

る
か
無
給
と
す
る
か
は
自
由
で
す
。

就
業
規
則
の
作
成
義
務

育
児
時
間

労災保険未手続事業主に
対する費用徴収制度が強化

故意または重大な過失により、事業主が労

災保険の成立手続を行わない期間中に事故が

発生した場合の費用徴収制度について、徴収

金額の引上げと費用徴収の対象となる保険給

付の範囲が拡大され、昨年11月から実施され

ています。改正点は、次のとおりです。

a 費用徴収の要件及び費用徴収率

従来は「故意または重大な過失」により保

険関係成立届（以下、届出）の提出を行って

いない場合には、一律40％の費用徴収が行わ

れていたものが、次のように変わりました。

① 労災保険の成立手続について所轄労働基

準監督署等から、労災保険の成立（加入）

手続を行うよう指導等を受けたにもかかわ

らず、手続を行わない期間中に労災事故が

発生した場合は、「故意に手続を行わないも

の」と認定して、その災害に関して国が被

災労働者に支給した保険給付額の100 ％が

徴収されます。

② ①のような指導等を受けてはいないが、

労働者を１人でも雇い入れたときから１年

を経過しても手続を行わない期間中に労災

事故が発生した場合、従来は費用の徴収は

行われていませんでしたが、今回、新たに

「重大な過失により手続を行わないもの」と

認定して、その災害に関して保険給付額の

40％を費用徴収の対象とすることとされま

した。

s 費用徴収の対象となる保険給付の範囲

従来は、労災事故があった場合は、事故発

生の日から届出の提出のあった日の前日まで

についてのみ費用の徴収が行われましたが、

改正により、その療養開始日の翌日から３年

以内に支給事由が生じたものについても費用

徴収の対象とされることとなりました。たと

えば、届出の提出前に仕事中のケガで休業し、

それが原因で障害となったときには、届出の

提出後も療養開始日の翌日から3年間は、国が

支給した休業補償給付や障害補償給付に対す

る費用が徴収されます。




